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２０１４年３月１２日 
日本生命保険相互会社 

ＩＣＴ街づくり推進会議  共通ＩＤ利活用サブワーキンググル―プ（第３回会合） 

公的個人認証サービスの 
ユースケースについて 

資料３－１ 
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１．生命保険について 
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２．日本生命について 

日本生命のチャネル機能 

約１０００万人の 
お客様へｻｰﾋﾞｽ 

を展開 

 
 

約１６００の営業店に約５万人
の営業職員が在籍し 

Face to Faceでｻｰﾋﾞｽを提供 

 
 

約１００の来店型店舗 
（ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ）を全国に展開 

 
東京・大阪にｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

を設置し電話での照会・各
手続き等のサービスを提供 

営業職員 

来店型店舗 コールセンター 

ICTとの協業による 
コラボレーションの強化 

保険金等支払 
３兆８,８６７億円 

 
 

約９２０万人のＩＤ保有者へ 
契約内容の照会、各手続き等 

のサービスを提供 

ネットサービス 
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お客様のパソコンのｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで 
共通プラット（ﾏｲﾎﾟｰﾀﾙ）経由で 
認証・手続きを実施  

  来店型店舗のｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで 
  認証を実施 
  （今後検討要） 

３．生命保険における公的個人認証サービス活用について 

生命保険の各種手続きについては、契約権利者各位から本人確認書類が必要となる 
公的個人認証サービスの拡大・活用により、より簡便な事務手続きを行うことが可能となると想定される 

 

お 
 

客 
 

様 
 

 
 

契約・顧客情報 
データベース 期日到来や各種ご案内の送付 

訪問職員 

来店型店舗 

お客様のパソコン 

ｶｰﾄﾞ 

営業員のパソコンのｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで 
認証を実施 
（今後検討要） 

請求書 

＜メリット＞ 
・お客様 
－書類の提出負荷の軽減 
 （コピーの取り寄せ等） 
・会社 
－書類受領負荷軽減 
－保管負荷軽減 

各種事務手続き（年金開始や給付金の支払等）時の 
本人確認書類提出の削減 

ＩＤ情報 

認証データ 

共
通
認
証
Ｉ
Ｆ 

弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ 

【要確認事項】 
・ｼｽﾃﾑ的な認証引継ぎ方法 
・認証共有のルール化 
・個人番号カード発行の推進策 
・カードリーダーの導入、拡大策 
（・社内ルール整備） 

ｶｰﾄﾞ 

ｶｰﾄﾞ 

ＩＤ連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

公的個人認証ﾃﾞｰﾀ 
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４．生命保険における公的個人認証サービス活用について 

登録情報の変更・失効時の活用イメージは以下のとおり 

ｶｰﾄﾞ 

登録依頼 

ＩＤ情報 

共通ＩＤ 
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

契約・顧客 
情報 

各手続き時に登録 

ＩＤ情報 
 

（変更有り） 

共通ＩＤ 
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

契約・顧客 
情報 

（変更有無？） 

照会 

変更有り 

変更確認時 

弊社顧客ＤＢ 

弊社顧客ＤＢ 
変更情報利用許諾済 

お客様情報が変更されているようですね。 
新しい情報を教えてください 

ｶｰﾄﾞ 

登録依頼 
（本人確認済） 

登録済 

【ＩＤ情報の管理】（４情報の内容は非開示という前提） 
 ・情報変更有無 ・情報変更年月日  
 

 ⇒変更有無や年月日を把握・連携することで、お客様対応が強化 

結婚による変更 
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